
 
 
 

 

                

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

第第２２回回  愛愛重重連連防防災災連連続続シシンンポポジジウウムム  
  

ももうういいちちどど⾒⾒直直そそうう、、  
災災害害弱弱者者へへのの対対応応ととはは

⽇ 時 平成 23 年12 ⽉ 10 ⽇（土）13：00〜16：30
場 所 栄ガスビル４階 401 会議室 （愛知県名古屋市中区栄三丁目 15-33） 
定 員 １５０名 
対 象 障害者当時者および家族、福祉関係者、自治体職員、地域住⺠ 
参加費 ５００円 
主 催   愛知県重度障害者団体連絡協議会 
後 援  愛知県、名古屋市、愛知県社会福祉協議会、名古屋市社会福祉協議会 
協 ⼒ 社会福祉法⼈ＡＪＵ自⽴の家、ヘルパースクール・カイ 

１２⽉１０⽇（土）
１３：００〜１６：３０

栄ガスビル 4 階 401 会議室
名古屋市中区栄 3-15-33

基調講演
小森雅一氏 （こもりまさかず）

内閣府政策統括官（防災担当）付

参事官（復旧・復興担当）



 

 

 

 

 

 

● 近年、⼤規模災害が各地で頻繁に発⽣している。そのひとつひとつの災害をみて

も、「情報が伝わってこない」、「避難所に⾏っても⼊れない」といった声が、依然

として数多く聞こえてくる。なぜ改善されないのか？ 

● 国では「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」（平成17 年3 月）が策定され、

これに基づき市町村は避難支援プラン（全体計画）の策定と要援護者名簿の整備

を進めてきた。その矢先に東日本⼤震災が発⽣した。これらの取り組みは果たし

て機能したのだろうか。 

● いつ発⽣してもおかしくないと言われる東海・南海・東南海地震。３連動の地震

により被災する地域は、日本の人口の 1/3（東日本の 10 倍）、工業出荷額 1/2 と

言われる。 

● 第２回シンポジウムでは、第１回シンポジウム（10 月8 日）で明らかになった被

災地の障害者の実態を踏まえ、全国の先進事例の検証を通して、今後の災害弱者

対策を⾒直す契機としたいと思います。 

● 国や地元自治体の防災計画に、わたしたちの声を反映させましょう。 

 
 



＜タイムスケジュール＞ 
 
受付開始 ··················································································  1２：３０ 
 
主催者挨拶 ··············································································  １３：００ 
 
Ⅰ部 基調講演 ····································································· １３：００ 
 

演題 国における防災対策と災害時要援護者の避難支援について 
講師 小森雅一氏（こもりまさかず） 
内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（復旧・復興担当） 

 
 
休憩 ······································································· １４：００〜１４：１５ 
 
 
Ⅱ部 パネルディスカッション ············································· １４：１５ 
 

テーマ もういちど⾒直そう、災害弱者への対応とは 
 

パネラー 
⻑⾕由⾹氏  （ながたに ゆか） 

愛知県障害者施策推進協議会委員 
 
吉田めぐみ氏 （よしだ めぐみ） 

社会福祉法人 浦河べてるの家メンバー 
 
池松麻穂氏  （いけまつ まほ） 

社会福祉法人 浦河べてるの家ソーシャルワーカー 
 
水⾕真氏   （みずたに まこと） 

社会福祉法人ＡＪＵ⾃⽴の家 
 
小森雅一氏  （こもりまさかず） 

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（復旧・復興担当） 
 
 

進⾏役 伊藤葉⼦氏 （いとう ようこ） 
中京大学現代社会学部准教授 

 
コメンテーター 若松利昭氏 （わかまつ としあき） 

同朋大学非常勤講師 
 
終了 ························································································ １６：３０ 
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ⅠⅠ部部  基基調調講講演演  
 

国国ににおおけけるる防防災災対対策策とと  
災災害害時時要要援援護護者者のの避避難難支支援援ににつついいてて  

 

小森雅一氏（こもりまさかず） 

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（復旧・復興担当） 
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（参考） 
 

防災基本計画（災害時要援護者の該当部分抜粋） 最新改正：平成２０年２月 
 
第１編 総則 

第３章 防災をめぐる社会構造の変化と対応 
高齢者（とりわけ独居老人），障害者，外国人等いわゆる災害時要援

護者の増加が見られる。これについては，防災知識の普及，災害時の
情報提供，避難誘導，救護・救済対策等防災の様々な場面において，
災害時要援護者に配慮したきめ細かな施策を，他の福祉施策との連携
の下に行う必要がある。この一環として，災害時要援護者関連施設の
災害に対する安全性の向上を図る必要がある。 

住民意識及び生活環境の変化として，近隣扶助の意識の低下がみられ
るため，コミュニティ，自主防災組織等の強化が必要である。さらに，
障害者，高齢者等の災害時要援護者を含めた多くの住民参加による定
期的防災訓練，防災思想の徹底等を図る必要がある 

 
 
第２編 震災対策編 

第１章 災害予防 
第１節 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え 

５ 避難収容活動関係 
(1) 避難誘導 
地方公共団体は，高齢者，障害者等の災害時要援護者を適切に避難誘

導するため，地域住民，自主防災組織等の協力を得ながら，平常時よ
りこれらの者に係る避難誘導体制の整備に努めるものとする。（同、火
山、雪害、その他） 

(2) 避難場所 
地方公共団体は，避難場所における貯水槽，井戸，仮設トイレ，マッ

ト，通信機器等のほか，高齢者，障害者，乳幼児，妊産婦等の災害時
要援護者にも配慮した避難の実施に必要な施設・設備の整備に努める
ものとする。さらに，地方公共団体は，テレビ，ラジオ等被災者によ
る災害情報の入手に資する機器の整備を図るものとする。（同風水害、
火山、雪害、その他） 

８ 被災者等への的確な情報伝達活動関係 
地方公共団体は，被災者等への情報伝達手段として，特に市町村防災

行政無線等の無線系（戸別受信機を含む。）の整備を図るとともに，有
線系や携帯電話も含め，災害時要援護者にも配慮した多様な手段の整
備に努めるものとする。（同、風水害、火山、雪害、その他） 

国，公共機関及び地方公共団体は，災害時要援護者，災害により孤立
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化する危険のある地域の被災者，都市部における帰宅困難者等情報が
入手困難な被災者等に対しても，確実に情報伝達できるよう必要な体
制の整備を図るものとする。（同、風水害、火山、雪害、その他） 

１１ 防災関係機関の防災訓練の実施 
(2) 地方における防災訓練の実施 
地方公共団体及び公共機関等は，自衛隊，海上保安庁等国の機関とも

協力し，また，自主防災組織，非常通信協議会，民間企業，ボランテ
ィア団体及び災害時要援護者を含めた地域住民等とも連携した訓練を
実施するものとする。（同、風水害、火山、雪害、その他） 

第３節 国民の防災活動の促進 
１ 防災思想の普及，徹底 

自らの身の安全は自らが守るのが防災の基本であり，国民はその自覚
を持ち，平常時より，災害に対する備えを心がけるとともに，発災時
には自らの身の安全を守るよう行動することが重要である。また，災
害時には，初期消火を行う，近隣の負傷者，災害時要援護者を助ける，
避難場所で自ら活動する，あるいは，国，公共機関，地方公共団体等
が行っている防災活動に協力するなど，防災への寄与に努めることが
求められる。このため，国，公共機関及び地方公共団体は，自主防災
思想の普及，徹底を図るものとする。（同、風水害、火山、雪害、その
他） 

２ 防災知識の普及，訓練 
(4) 防災知識の普及，訓練における災害時要援護者等への配慮 
防災知識の普及，訓練を実施する際，高齢者，障害者，外国人，乳幼

児，妊産婦等災害時要援護者に十分配慮し，地域において災害時要援
護者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに，被災時の男女
のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう努めるものとす
る。（同、風水害、火山、雪害、その他） 

第２章 災害応急対策 
第５節 避難収容活動 

２ 避難場所 
(1) 避難場所の開設 
地方公共団体は，発災時に必要に応じ避難場所を開設し，住民等に対

し周知徹底を図るものとする。また，必要があれば，あらかじめ指定
された施設以外の施設についても，災害に対する安全性を確認の上管
理者の同意を得て避難場所として開設する。さらに，高齢者，障害者，
乳幼児，妊産婦等災害時要援護者に配慮して，被災地以外の地域にあ
るものを含め，旅館やホテル等を避難場所として借り上げる等，多様
な避難場所の確保に努めるものとする。（同、風水害、火山、雪害、そ
の他、） 

４ 災害時要援護者への配慮 
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避難誘導，避難場所での生活環境，応急仮設住宅への収容に当たって
は高齢者，障害者，乳幼児，妊産婦等災害時要援護者に十分配慮する
こと。特に避難場所での健康状態の把握，応急仮設住宅への優先的入
居，高齢者，障害者向け応急仮設住宅の設置等に努めるものとする。
また，災害時要援護者に向けた情報の提供についても十分配慮するも
のとする。（同、風水害、火山、雪害、その他） 

第７節 保健衛生，防疫，遺体の処理等に関する活動 
１ 保健衛生 
特に，高齢者，障害者等災害時要援護者の心身双方の健康状態には特

段の配慮を行い，必要に応じ福祉施設等への入所，介護職員等の派遣，
車椅子等の手配等を福祉事業者，ボランティア団体等の協力を得つつ，
計画的に実施するものとする。（同、風水害、火山、雪害、その他） 

第１０節 被災者等への的確な情報伝達活動 
(1) 被災者への情報伝達活動 
非常本部等，指定行政機関，公共機関及び地方公共団体は，被災者の

ニーズを十分把握し，地震の被害，余震の状況，二次災害の危険性に
関する情報，安否情報，ライフラインや交通施設等の公共施設等の復
旧状況，医療機関などの生活関連情報，それぞれの機関が講じている
施策に関する情報，交通規制等被災者等に役立つ正確かつきめ細やか
な情報を適切に提供するものとする。なお，その際，高齢者，障害者，
外国人等災害時要援護者に配慮した伝達を行うこと。（同、水害、火山、
雪害、その他） 

第４章 津波対策 
第１節 災害予防 

３ 国民に対する啓発 
地方公共団体は，避難に適切な場所，避難路を指定するとともに，統

一的な図記号等を利用したわかりやすい案内板等を設置するなど日頃
から周知しておくものとする。さらに，高齢者，障害者等の災害時要
援護者を適切に避難誘導するため，地域住民，自主防災組織等の協力
を得ながら，平常時よりこれらの者に係る避難誘導体制の整備に努め
るものとする。 

第２節 災害応急対策 
１ 災害発生直前の対策 
地方公共団体は，強い地震（震度４程度以上）又は長時間のゆっくり

とした揺れを感じて避難の必要を認める場合若しくは津波警報を覚知
した場合直ちに避難指示を行うなど，速やかに的確な避難勧告・指示
を行い，安全かつ効率的な避難誘導を行うものとする。その際，対象
者に漏れなく，災害時要援護者にも配慮したわかりやすい伝達を心が
けるものとする。 
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第３編 風水害対策編 

第１章 災害予防 
第１節 

２ 風水害に強いまちづくり 
(1) 風水害に強いまちの形成 
市町村は浸水想定区域の指定のあったときは，市町村地域防災計画に

おいて，少なくとも当該浸水想定区域ごとに，洪水予報等の伝達方法，
避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要
な事項並びに浸水想定区域内に地下街等（地下街その他地下に設けら
れた不特定かつ多数の者が利用する施設）又は主として高齢者等の災
害時要援護者が利用する施設で当該施設の利用者の洪水時の円滑かつ
迅速な避難を確保する必要があると認められるものがある場合にはこ
れらの施設の名称及び所在地について定めるものとする。 

市町村は，市町村地域防災計画において，浸水想定区域内の地下街等
及び主として高齢者等の災害時要援護者が利用する施設で当該施設の
利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認めら
れるものについては，当該施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避
難の確保が図られるよう洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。 

浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は，市町村地域防災計画に
おいて定められた洪水予報等の伝達方法，避難場所その他洪水時の円
滑かつ迅速な避難の確保を図るため必要な事項，並びに浸水想定区域
内の地下街等及び主として高齢者等の災害時要援護者が利用する施設
で当該施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要が
あると認められるものの名称及び所在地について住民に周知させるた
め，これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じ
るものとする。 

国土交通省及び地方公共団体は，高齢者等に経済的・身体的に特に大
きな負担を与える慢性的な床上浸水被害を解消するための床上浸水対
策や，避難地，避難路等の防災施設及び病院，老人ホーム等の災害時
要援護者に関連した施設に対する土砂災害対策を重点的に実施する等，
生活防災緊急対策を推進する。 

市町村は，市町村地域防災計画において，土砂災害警戒区域内に主と
して高齢者等の災害時要援護者が利用する施設がある場合には，当該
施設の利用者の円滑な警戒避難が行われるよう土砂災害に関する情報
等の伝達方法を定めるものとする。 

(2) 風水害に対する建築物の安全性の確保 
地方公共団体は，風水害の際に自力での避難が極めて困難な災害時要

援護者のために，関連する施設について，２階建て以上にするなど，
一時避難が可能なよう配慮するものとする。 
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第２節 迅速かつ円滑な災害応急対策，災害復旧・復興への備え 

風水害が発生し，又は発生するおそれがある場合には迅速かつ円滑に
災害応急対策，災害復旧・復興を実施する必要があるが，そのための
備えとして，以下に掲げる事項を平常時より怠りなく行う必要がある。
特に，市町村は，住民の迅速かつ円滑な避難を実現するとともに，高
齢化の進展等を踏まえ高齢者等の災害時要援護者の避難支援対策を
充実・強化する必要がある。このため，避難勧告及び避難指示のほか，
一般住民に対して避難準備を呼びかけるとともに，災害時要援護者等，
特に避難行動に時間を要する者に対して，その避難行動支援対策と対
応しつつ，早めの段階で避難行動を開始することを求める避難準備
（災害時要援護者避難）情報（以下，「避難準備情報」という。）を伝
達する必要がある。 

１ 災害発生直前対策関係 
(2) 住民の避難誘導体制 
地方公共団体は，高齢者，障害者等の災害時要援護者を速やかに避難

誘導するため，地域住民，自主防災組織，関係団体，福祉事業者等の
協力を得ながら，平常時より，情報伝達体制の整備，災害時要援護者
に関する情報の把握・共有，避難支援計画の策定等の避難誘導体制の
整備に努めるものとする。 

２ 情報の収集・連絡関係 
(1) 情報の収集・連絡体制の整備 
国〔気象庁，国土交通省〕及び地方公共団体は，関係機関の協力を得

て，雨量，水位等風水害に関する情報をより効率的に活用するための
内容の拡充を図り，関係行政機関はもとより，報道機関を通じた一般
への提供体制の整備を図るものとする。また，地方公共団体は，高齢
者，障害者等の災害時要援護者にも配慮したわかりやすい情報伝達の
体制の整備を図るものとする。 

３ 災害応急体制の整備関係 
(2) 防災関係機関相互の連携体制 
地方公共団体は，防災担当部局と福祉担当部局との連携の下，消防団，

自主防災組織等の防災関係機関及び平常時から災害時要援護者と接
している社会福祉協議会，民生委員，介護保険制度関係者，障害者団
体等の福祉関係者と協力して，高齢者，障害者等の災害時要援護者の
避難支援の体制を整備し，災害時要援護者に関する情報の共有，避難
支援計画の策定等に努めるものとする。 

１０ 被災者等への的確な情報伝達活動関係 
国土交通省及び地方公共団体は，関係機関の協力を得て，雨量，水位，

水質，潮位等の河川情報及び，土砂災害，高潮に関する情報等の収集，
処理，加工，伝達を迅速かつ的確に行う情報伝達システムの高度化を
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図るとともに，リアルタイムで整理，提供する広域的な情報共有ネッ
トワークの構築に努めるものとする。また，これらの情報の地下街等
の管理者及び地下街等の利用者への伝達体制を確保するとともに，高
齢者等の災害時要援護者に対しても十分に伝達することができるよ
う報道機関の協力，市町村及び住民等への情報提供を推進し，提供地
域の拡大に努めるものとする。 

１２ 防災関連機関の防災訓練の実施 
(2) 地方における防災訓練の実施 
地方公共団体及び公共機関等は，自衛隊，海上保安庁等国の機関とも

協力し，また，水防協力団体，自主防災組織，非常通信協議会，民間
企業，ボランティア団体及び災害時要援護者を含めた地域住民等とも
連携した訓練を実施するものとする。 

第２章 災害応急対策 
風水害による被害を軽減するためには，近年の気象・水象予測精度の

高度化を踏まえ，事前に住民の避難誘導を行うなどの種々の措置を的
確に行うことが重要である。特に，高齢者や障害者等，避難行動に時
間を要する災害時要援護者が迅速に避難できるよう，避難準備情報の
伝達を行うなど，市町村があらかじめ定めるマニュアル・計画に沿っ
た避難支援を行うことが重要である。 

第１節 災害発生直前の対策 
１ 風水害に関する警報等の伝達 

国〔気象庁，国土交通省，農林水産省〕及び地方公共団体は，被害を
及ぼす可能性のある洪水，高潮等の状況を把握し，予想した場合，関
係機関・報道機関等を通じて住民に対し速やかに伝達するものとする。
その際，対象者に漏れなく，災害時要援護者にも配慮するとともに住
民にとってわかりやすく伝達するよう努めるものとする。 

２ 住民の避難誘導 
情報の伝達，避難誘導，安否確認の実施に当たっては，災害時要援護

者に十分配慮するよう努めるものとする。（同、火山、雪害） 
第３節 活動体制の確立 

１ 地方公共団体の活動体制 
地方公共団体は，防災担当部局と福祉担当部局との連携の下，高齢者，

障害者等の災害時要援護者の避難支援計画の実施等に努めるものと
する。 
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第 4 編 火山災害対策編 

第１章 災害予防 
第７節 保健衛生，防疫，遺体の処理等に関する活動 

１ 保健衛生 
特に，高齢者，障害者等災害時要援護者の心身双方の健康状態には特

段の配慮を行い，必要に応じ福祉施設等への入所，介護職員等の派遣，
車椅子等の手配等を福祉事業者，ボランティア団体等の協力を得つつ，
計画的に実施するものとする。 

第 11 節 被災者等への的確な情報伝達活動 
(1) 被災者等への情報伝達活動 

非常本部等，指定行政機関，公共機関及び地方公共団体は，被災者の
ニーズを十分把握し，火山活動，被害の状況，二次災害の危険性に関
する情報，安否情報，ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧
状況，医療機関などの生活関連情報，それぞれの機関が講じている施
策に関する情報，交通規制等被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな
情報を適切に提供するものとする。なお，その際，高齢者，障害者，
外国人等災害時要援護者に配慮した伝達を行うこと。 
 

第 5 編 雪害対策編 
第１章 災害予防 
 第２節 迅速かつ円滑な災害応急対策，災害復旧・復興への備え 

１０ 被災者等への的確な情報伝達活動関係 
国〔国土交通省，気象庁〕は，関係機関の協力を得て，降雪量，積雪

量等の情報の収集，処理，加工，伝達を迅速かつ的確に行う情報伝達
システムの高度化を図るとともに，高齢者等の災害時要援護者におい
ても十分に伝達することができるよう報道機関，市町村等への情報提
供を推進し，提供地域の拡大に努めるものとする。 

第２章 災害応急対策 
第１節 災害発生直前の対策 

１ 雪害に関する警報等の伝達 
気象庁は，被害を及ぼす可能性のある気象，降雪量，積雪量等の状況

を把握し，予想した場合，その警報または注意報を地方公共団体等防
災機関又は報道機関等を通じて地域住民等に対し速やかに伝達する。
その際，対象者に漏れなく，災害時要援護者にも配慮するとともに住
民にとってわかりやすい伝達に努めるものとする。 

 
第 15 編 防災業務計画及び地域防災計画において重点を置くべき事項 

第 1 章 災害予防に関する事項 
15 浸水想定区域における円滑かつ迅速な避 難の確保に関する事項浸水想定区域
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の指定があった場合，浸水想定区域ごとの，洪水予報等の伝達方法（地下街
等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設）又
は主として高齢者等の災害時要援護者が利用する施設で当該施設の利用者の
洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものがある
場合，当該施設利用者への伝達方法を含む。），避難場所，その他洪水時の円
滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項，浸水想定区域内に地下街
等又は主として高齢者等の災害時要援護者が利用する施設で当該施設の利用
者の洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものが
ある場合にはこれらの施設の名称及び所在地並びにこれらの公表周知方法。
また，このことについて，市町村防災会議の協議会が設置されている場合に
は，浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保に関する事項について
同協議会が市町村相互間地域防災計画において定める。 

 
19 集中豪雨時等における情報伝達及び高齢者等の避難支援に関する事項避難準

備情報，避難勧告，避難指示の判断基準，伝達方法，災害時要援護者の情報
の共有や避難支援等に関する計画 

 
（注）第 3 編以降は内容が共通する項目を省略している。 
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ⅡⅡ部部  
パパネネルルデディィススカカッッシショョンン  
 

 

 

パネラー 

長谷由香氏  （ながたに ゆか） 

愛知県障害者施策推進協議会委員 

 

吉田めぐみ氏 （よしだ めぐみ） 

社会福祉法人 浦河べてるの家メンバー 

 

池松麻穂氏  （いけまつ まほ） 

社会福祉法人 浦河べてるの家ソーシャルワーカー 

 

水谷真氏   （みずたに まこと） 

社会福祉法人ＡＪＵ自立の家  

わだちコンピュータハウス所長 

 

小森雅一氏  （こもりまさかず） 

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（復旧・復興担当） 

 

 

進行役   伊藤葉子氏 （いとう ようこ） 

中京大学現代社会学部准教授 

 

コメンテーター 若松利昭氏 （わかまつ としあき） 
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●長谷由香（ながたにゆか）氏プロフィール 
 昭和６０年 ３月   愛知県立岡崎養護学校 高等部卒業 
   〃   ４月   信用金庫に就職（平成４年２月退職） 
 平成 ４年１０月   自立生活センターユートピア若宮の会 就職 
    ９年 ５月   自立生活センターユートピア若宮の会 代表就任 
             現在：自立生活センター十彩 
   １４年 ８月   NPO法人フリーステーション豊田  理事就任 
             現在：NPO法人ユートピア若宮 
   １５年 ４月～２３年３月 社会福祉法人豊田福祉事業団 評議員 
   １６年 ４月   豊田市保健福祉審議会 障害者専門部会 委員 
   １８年  月   豊田市障がい者程度区分等認定審査会 委員 
   １９年１０月   豊田市市民活動促進委員 
   ２０年 ４月   愛知県障害者施策推進協議会 委員 
   ２３年 ４月   地域活動支援センター「つむぎ」管理者 
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市町村災害時要援護者支援体制マニュアル［概要版］ 

 

  

１ マニュアル策定の経緯 

  

 

 

 

  

 

 

（策   定）平成９年３月 

愛知県では、阪神・淡路大震災を契機に「市町村災害弱者支援体制マニュアル」を 

策定しました 

（初 回 改 訂）平成１３年５月 

平成１２年９月の東海豪雨の際の要援護者支援の反省点を踏まえ、プライバシーに 

配慮した所在把握の方法や、情報伝達手段の確保などを盛り込んで改訂を行いました 

 

     

 

 

 
（今回の改訂） 

「災害時要援護者の避難支援ガイドライン（改訂版）」（平成１８年３月：災害時要援護

者の避難対策に関する検討会）や「福祉避難所設置・運営に関するガイドライン」（平成

２０年６月：日本赤十字社）を踏まえ、要援護者情報の収集・共有方式などを整理し、「避

難支援プラン（全体計画や個別計画）」の策定、福祉避難所の設置など、市町村において

要援護者支援対策を実施する際の指針を示しています 

 

 

 

 

 

 

２ このマニュアルの位置づけ 
   市町村が要援護者支援施策 

   を実施する際の方策を整理 
 

 

このマニュアルは、市町村において、災害時要援護者支援の方策を検討・実施する際

の指針となるよう、必要と想定される事項やその留意点を、できるだけ多く盛り込んで

整理しています。 

各市町村は、それぞれの地域的実情（地理的条件や社会資源の有無等）を踏まえて、

自治体ごとに検討し、第３章に記載する避難支援プラン（全体計画や個別計画）を策定

するなど、具体的に施策化していくことになります。このマニュアルは、その際の指針

となるものです。 
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３ 市町村における災害時要援護者支援体制整備のポイント 

 

  ～第１章～ 災害時要援護者の定義と概要 

  ○ マニュアルにおける「災害時要援護者」の定義 

 

 
「一連の避難行動に支援の必要な人々」、「避難生活において特別の配慮の必要な人々」 

マニュアルでは、要援護者と成り得る次のような方々について、配慮の必要な 

事項等を示しています。 

    （ひとり暮らし、寝たきり、認知症の）高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、 

内部障害者、難病患者、発達障害者、高次脳機能障害者、妊産婦、乳幼児、外国人等 

     具体的には、市町村ごとに、要援護者の対象範囲を定め、取り組みを進めます。  

    （例）介護保険の要介護度○以上、身体障害者手帳○級以上 等 

 

 

 

～第２章～ 市町村災害時要援護者支援体制の確立  

 

○ 庁内の体制整備 

市町村役場内における平常時からの連携が必要です。 

 

 

 

福祉部局を中心に防災部局等を含む庁内を横断した連携体制の構築 

連携方法＜災害時要援護者支援班＞ 

  庁内の横断的プロジェクトチーム 

             連 携               （業務）要援護者情報の共有、 

                       避難支援プラン策定、防災訓練 

                      災害時の関連業務 

福  祉 
関係部局 

防  災 
関係部局 

 

 

 ○ 地域の体制整備 

     市町村は、要援護者およびその家族、地域住民に対する防災意識の啓発に努め 

ると同時に、「災害時要援護者支援班」を中心に、自主防災組織、民生委員・児童 

委員等関係機関と協力していくことが必要です。 
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～第３章～ 災害時要援護者の所在把握、安否確認・避難誘導 

 ○ 要援護者情報の把握 

    要援護者の基礎情報は、主に市町村の保有する各種福祉医療施策等から把握が 

可能です。 

   さらに、次の方式で要援護者の情報を収集し、必要な機関とその情報を共有します。 

    

 

 

   

＜ 要援護者情報の収集・共有方式 ＞ 

   「関係機関共有方式」・「手上げ方式」・「同意方式」 

   ～各市町村の「個人情報保護条例」に基づき、適切な方法を選択します～ 

関係機関共有方式 手上げ方式 同意方式

市町村条例の個人情報目

的外利用・第三者提供可能

規定を根拠に、（同意を得

ずに）福祉部局等がもつ個

人情報を、防災関係部局等

の関係機関で共有する

要援護者登録制度に広

報・周知し、自ら希望し

た者について、情報収集

する

要援護者本人に直接

働きかけ、本人の同意

を得た上で情報を収集

する

       

 

 

 

 

 

 ○ 「避難支援プラン」を策定 

     「避難支援プラン」は、次の二つで構成されます 

○ 市町村の要援護者支援体制の大綱である「全体計画」 

○ 要援護者一人ひとりに対する「個別計画」 
 
 
 
    避難支援プラン（全体計画）に記載する事項（例） 避難支援プラン（個別計画）に記載する事項（例）

～市町村の要援護者支援に対する全体的な考え方～ ～一人ひとりのプラン～安否確認、避難誘導等に活用

○　基本的な考え方（目的等） ○　避難準備情報の伝達者

○　対象者の範囲 ○　緊急時の連絡先

○　要援護者情報の収集・共有方法 ○　住居の状況、構造

○　避難支援体制（役割分担等） ○　身体状況等の援護内容

○　避難準備情報等の発令、伝達方法 ○　避難支援者

○　ハザードマップの整備、活用方法 ○　避難場所、避難経路等

○　避難誘導の手段、経路等

○　避難所における支援方法

○　要援護者避難訓練の実施

○　個別計画の策定の進め方（目標年次、方法等）

 

 

 

 

 

～第４章～ 災害時要援護者に対応した情報伝達体制 

要援護者に対応した、情報伝達の時期、伝達手段等を定めることが必要 
 

 

  ○ 避難準備情報の発令 

避難行動に時間のかかる要援護者には、「避難勧告」前に、「避難準備情報」 

   を発令することが重要です。 

  ○ 適切な情報伝達機器・手段 

避難支援プラン（個別計画）には、情報伝達者や情報伝達機器・手段を 

   定めておくことが必要です。例）聴覚障害者 手話、ファックスの利用等 
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～第５章～ 一次避難所における災害時要援護者対策 

 

  要援護者の態様に応じた設備、物品等の提供、運営体制の整備が必要 

 

○ 必要となる設備、情報伝達手段、物品、食料品等 

  避難支援プラン（個別計画）の策定を通じて分かる援護内容等を考慮し、 

避難の予想される要援護者に対応できる体制を整える必要があります。 

     ・施設のバリアフリー化 ・情報伝達手段 ・食料品、日用品等の提供等 

 

○ 「要援護者支援の専用窓口」の設置 

要援護者専用窓口の設置など、要援護者に配慮した運営体制を整備する 

ことが必要です。要援護者の情報やニーズが収集しやすく、必要な保健・ 

医療・福祉サービスなどを効果的に提供できます。 

 

 

 

～第６章～ 福祉避難所の設置と社会福祉施設等の活用 

  

福祉避難所の指定（協定締結）が必要 

     ～福祉避難所とは～ 

一次避難所では対応の困難な要援護者のために施設設備や物資、器材、人材などに 

関して要援護者に対する特別な配慮がなされた避難所 

 

○ 福祉避難所の指定 

社会福祉施設等が適していますが、市町村内の要援護者数や適切な施設の状 

況により、指定（協定を締結）する施設を選定します。 

   平常時から、必要な設備・物品などの提供体制、運営体制等について定めて 

おくことが必要です。 

  ・施設のバリアフリー化・設備・情報伝達手段 

・援護内容に配慮した食料品・介護用品・人材・移送手段等 

 

 

○ 社会福祉施設等の機能確保 

福祉避難所や緊急入所施設としての機能が期待される社会福祉施設等につい 

 ては、市町村、施設、地域住民等とが連携して、災害時においても、社会福祉 

 施設等の入所者の安全を確保し、その機能を確保することが必要です。 
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～第７章～ 関係機関等の間の連携 

 

 

 

様々な関係機関が連携して災害発生から復興期まで要援護者を支援することが必要 

○ 福祉サービスの継続 

災害時に増大することが予想される福祉ニーズにも対応できるよう、市町村、 

福祉サービス提供者等が連携する体制の確保が必要です。 

 

○ 広域災害への対応 

大規模な災害に備えて、市町村間が相互に支援し合うしくみ（相互支援協定 

等）を作っておくことも大切です。 

 また、市町村相互の支援を超える広域的大規模災害の場合は、速やかに県へ 

支援を要請することが必要です。 

 

  ○ 福祉救援ボランティア 

市町村と社会福祉協議会等とが協力し、災害時の福祉救援ボランティア（日 

   常生活支援、こころのケア、福祉ニーズに応じたサービスを行う）の人材確保 

   や活動支援の方法を検討しておく必要があります。 
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●水谷真（みずたにまこと）氏プロフィール 

1988 年 無認可作業所「ＡＪＵわだち作業所」職員 
1990 年 社会福祉法⼈ＡＪＵ自⽴の家設⽴、わだちコンピュータハウス職員に 
1997 年 わだちコンピュータハウス所⻑に、現在に⾄る 
2000 年9 ⽉の東海集中豪⾬では、法⼈上げて被災した障害者⽀援と⼀時保護にあたった他、

2001 年度社会福祉医療事業団の助成を得て、被災した障害者100 名の聞き取り調査を
基に「災害時における障害者⽀援に関する提⾔」をまとめた。2008 年度、厚⽣労働省
社会福祉推進事業の補助を得て、「ＧＩＳを使った災害時要援護者避難⽀援システムの
モデル整備事業」を⾏い、報告書をまとめた。2010 年度、独⽴⾏政法⼈福祉医療機構
（ＷＡＭ）の先駆的活動助成により「ＧＩＳ災害時要援護者⽀援システム開発事業」を
⾏い提⾔書をまとめた。 

主な著書『自⽴を選んだ障害者たち』『介護保険に任せられない－障害者の⽣活から発想す
る⽀援システム』『地域に⽣きる』『当事者主体を貫く 〜不可能を可能に－重度障害
者、地域移⾏への20 年の軌跡〜』など。 

 
参考ＵＲＬ 
障害者は避難所に避難できない 

http://www.aju-cil.com/public-doc/bousai/manual/rep_201104.pdf 
 
大震災と障害者／福祉情報誌112 号 

http://www.aju-cil.com/public-doc/magazine/112sinsai.pdf 
 
大震災と障害者／福祉情報誌115 号 

http://www.aju-cil.com/public-doc/magazine/115sinsai.pdf 
 
東⽇本大震災 被災障害者緊急⽀援サイト 

http://wadachi.ecom-plat.jp/group.php?gid=10340 
 
災害時要援護者⽀援プロジェクト 

http://www.aju-cil.com/bousai/bousaitop.php 
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●若松利昭（わかまつとしあき）氏 

　同朋大学非常勤講師 
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発行元：愛知県重度障害者団体連絡協議会 

〒４６６－００３７ 

愛知県名古屋市昭和区恵方町２－１５ ＡＪＵ車いすセンター内 

TEL ０５２－８５１－５２４０ 

FAX ０５２－８５１－５２４１ 

E ﾒｰﾙ：aijuren@aju-cil.com 




